
令和8年に施行予定の改正労働施策総合推進法では、企業に
対する「カスタマーハラスメント対策の義務化」が予定されて
います。
本セミナーでは、実際のカスハラ事例から学ぶ効果的な予防と
対応のポイント、そして従業員が安心して働ける職場づくりの
ための実践的ノウハウをお届けします。
セミナー後も担当講師が労務関係の個別相談に対応いたします。
貴社への訪問相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

対面開催

中小企業の皆様へ

職場を守る！

カスタマー
ハラスメント対策セミナー

講師 品川区人材アシストマネージャー

熊代 知也

社会保険労務士

日時

会場

定員

令和8年2月25日（水）
14:00～16:00（休憩あり）
受付 13:30～

中小企業センター 中講習室

15名 参加費 無料

お申込み
方法

ホーム 講座・交流会 講座・セミナー
セミナーページ内
お申込み専用フォームから
お申込みをお願いします。

申込フォーム
品川区中小企業支援サイト内の専用フォームよりお申込みいただけます。
URL：https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

【お問合わせ】
品川区 地域産業振興課 中小企業支援係 TEL：03-5498-6351（平日）9：00〜17：00

人事労務セミナー

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

